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法テラスを使おう！

お金がなくても

弁護士に相談や依頼ができる！！

法テラスを使うとお得なこと

① 法律相談が３回まで無料。

② 弁護士の料金を分割払いにできる。

③ 弁護士に安く依頼できる。

収入や資産に要件があります。

そんな法テラスは
何をしているところ？

１） 法律に関する情報提供

２） お金がない人が法律サービスを受け

られるようにする民事法律扶助

３） 弁護士事務所が少ない地域に弁護士

事務所を作って、市民が近場で法律

サービスを受けられるようにする弁護

士過疎対策

４） その他
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情報提供業務とは？

１） 利用方法

・ 電話 （０９５７－０７８３７４）

・ ホームページ

（http://www.houterasu.or.jp/）
２） 何を教えてくれるの？

・ 法律に関する疑問全般。主として最寄りの

弁護士事務所など、“相談窓口の紹介”。

法律相談はできないので注意！！
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おなやみなし
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法テラスの民事法律扶助とは

１） 三つのメニュー

①法律相談援助（無料法律相談を提供）

②代理援助（代理費用を立替払い）

③書類作成援助

（書類作成費用の立替払い）
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① 法律相談援助とは？

通常の法律相談の場合
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法律相談

30分=
5250円（税込）

１） 法律相談料金の援助

負担・・・

皆さん
弁護士
司法書士
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法律相談

無料
皆さん

実施報告

法律相談料
（５２５０円～）

弁護士
司法書士

法律相談料金の援助を利用した場合

１） 法律相談料金の援助

Ｑ．無料法律相談は誰でも受けられる？

A． 無料法律相談を受けられるのは、
原則、収入が少なく、貯蓄もない方 です。

具体的には…
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家族構成 単身者 2人家族 3人家族 4人家族

規定金額
18,2000円

以下
251, 000円

以下
272,000円

以下
299,000円

以下

①収入の条件

②貯蓄の条件

＊ボーナスも含む手取り月収。
5人以上の場合は1名毎に+3万円。

家族構成 単身者 2人家族 3人家族 4人家族

規定金額
180万円
以下

250万円
以下

270万円
以下

300万円
以下
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Q３.無料法律相談を受けるには
どうしたらいいの？
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Ａ3-１.法テラス石川（０５０－３３８３－５４７７）
に直接電話する方法があります。

電話予約を受ける際、収入と預貯金について、
簡単にお尋ねします。無料法律相談ができると

判明すれば、自動的に無料法律相談 を

いたします。

Q３.無料法律相談を受けるには
どうしたらいいの？

Ａ３-２.その他の弁護士事務所
または、司法書士事務所の場合
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電話で相談を予約する際、無料法律相談を
実施しているかどうか、確認して下さい。
実施している場合は、「民事法律扶助を利用
したい。」と予め申し出て下さい。
白山・野々市法律事務所では、民事法律扶助
の利用が可能です。

Q４. すべての弁護士・司法書士が
無料法律相談をしてくれるの？

11

Ａ４）無料法律相談をしてくれる弁護士や

司法書士は、“法テラスと民事法律
扶助を使う約束をした方だけ“です。
法テラスとその約束をしていない弁護士・
司法書士は相談援助をできません。
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Ａ５-１） 弁護士会に電話で尋ねられます。
０７６－２２１－０２４２

Ａ５-２） 法テラスに電話で尋ねられます。
コールセンター：０９５７－０７８３７４
石川事務所：０５０－３３８３－５４７７

Ｑ５） 近場のどの弁護士・司法書士が相談

援助を実施しているの？
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Ｑ６） 何回でも無料法律相談できる？

13

Ａ６）１つのトラブルにつき、３回までです。
４回目から有料になりますので、ご留意
ください。

② 代理援助とは？

１）弁護士費用のあらまし

14

弁護士費用は

「着手金」「報酬」「実費」
の三つに分かれます。

「着手金」とは、弁護士に委任する時に
支払わなければならないお金です。借金関
係以外の事件であれば、最低でも１０万円
程度かかります。
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「報酬」とは、事件が終了した時に、皆さんが
何らかの利益を得ていれば、弁護士に支払う
ものです。

「実費」とは、弁護士が事件を処理する際に
どうしてもかかってしまうお金です。たとえば、
切手や封筒、紙、コピー代です。
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２）代理援助とは、法テラスが弁護士費用を
弁護士に対してとりあえず払って、あとで
皆さんに分割で返済してもらうこと（立替払）。
法律相談援助と違って、法テラスが当面
立て替えるだけなので、最終的には弁護士
費用は皆さんの負担となります。
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３） 代理援助は何がいいの？
メリット①『分割払いができる』
今手元にまとまったお金がない人でも、
弁護士に委任することができることです。
弁護士は、基本的に、「着手金」を払って
もらってから、仕事を始めます。そのため、
今お金がない人は、弁護士に事件処理を
お願いできません。代理援助を利用すれば、
それがクリアできます。
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３） 代理援助は何がいいの？
メリット②『安く頼める』
代理援助を使えば、弁護士費用が、代理援
助を使わない場合より、安くなることです。
法テラスが代理援助の弁護士費用を低額
に設定しているからです。
最終的には皆さんが弁護士費用を負担しま
すが、安いし分割支払いでいい点で、代理援
助は多く利用されています。

注意していただきたいのは、
完全無料にすることはできません。
料金は安くなっても、お金はかかります。
例） 債務整理＝約１３万円～
（借り入れ先の数が多ければ高い）
離婚 ＝約２２万円～約２８万
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４） 代理援助の悪い点①『時間がかかるときも』
代理援助を利用するためには、弁護士が
法テラスに代理援助を利用したいと申請し
ます。申請を受けた法テラスが、代理援助を
利用させるかどうか、させるとして、弁護士費
用をいくらに設定するかを決めます。
これに１ヶ月くらい待たされることもあるよう
です。
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５） 代理援助の悪い点②『事前見積が困難』
弁護士費用の額は法テラスが決定する
ため、弁護士では、いくらになるか正確に
見積もることができません。特に「報酬」が
いくらになるかは、不透明 です。
通常より安いのは確かですが、いくらな
のか、おおよそしかお知らせできないのが
残念です。

③ 書類作成援助とは
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１） お金の流れは、代理援助と同じ立替。
２） 弁護士が文書さえ作成してあげれば、代理
人として活動するまでの必要性はないと判断
した場合に使います。

３） 代理援助より”ずっと安い”ので、皆さんの
負担も”軽く”なります。

４） 書類作成援助で済むかどうかは弁護士の判
断となります。

法テラスの民事法律扶助制度
のまとめ

メリット・・・お金がなくても！
① 法律相談が３回まで無料。
② 弁護士の料金を分割払いにできる。
③ 弁護士に通常より安く依頼できる。

デメリット
① 分割払いでも支払わなければならない。
② おおよその料金の説明しか受けられない。

立替金の返還が困難な場合
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どうしても生活が苦しい方は、法テラス

への立替払いの返還を待ってもらうこと
はできます。

また、生活保護を受給されている方は、
原則、料金が無料になりました！！




